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Abstract 

This paper examines how the social expectation for forest volunteer activi-

ties on their own safe contr叫 hasbeen discussed， and how the participants 

have responded to it， focusing on a gap between current discussions on the 

social expectations for their activities and responses from (i.e. self-recogni-

tions oD the participants. 

In the early stage of activities， the participants expressed“taking responsi-

bility for their own injuries and their own lunches" to enjoy the connection 

with natural environment through controlling their own bodies， with re-

sponding to the expectations from owners of natural environment and frol11 

local residents. 

However， as forest volunteer activities becal11e well acknowledged， the 

question of their risk managel11ent at an. organizational level also became an 

issue; it would spoil their own pleasures that they find out in relation to the 

natural environment. Therefore， any forest volunteers had to keep their bal-

ance between responding to the social expectations for risk managel11ent， 

and working on the五eldthrough controlling their own bodies. 

Giving the highest priority to safe control as characteristic of forest volun-

teer activities， as opposed to professional forestry workers， has took a bal-

ance between them. It enables not only for organizers to take this organiza-

tional measure for distinctive working methods frol11 professional ones， but 

also for each participant to enjoy the connection with natural environment 

through controlling their own bodies. 

Key words: forest volunteer activities， responses to social expectations， rela-

tionships to natural environl11ent 
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はじめに

1. 1 問題の所在

本稿は，森林ボランティア活動をめぐる議論のアリーナにおいて，社会的意義

や活動への期待がどのように論じられ，また，森林ボランティア活動の実践者が

それにどのように対応してきたのかを明らかにする.

森林ボランティア活動とは， I一般市民の参加により，造林・育林などの森林

での作業(森林や林業に関する普及啓発活動として行うものを含む)をボ、ランテ

イアで行うものJ(日本林業調査会 1998: 14)であり，東京都西多摩地域では1986

年に発生した雪害への対応を契機として活動がはじまった(山本信次編 2003: 

128 -39). 1990年代なかばには，行政主導で森林ボランティアの育成がおこなわ

れ (UJ本編 2003: 113 -28) ，それを契機に活動をはじめた活動者や活動団体11司

のネットワーク形成の動きがみられるようになり， 2000年代にかけて全国的に活

動自体数が増加した

こうした展開をみせる森林ボランテイア活動にたいしては，具体的な活動の実

践者にとどまらず，林業者や研究者など，多様なアクターから期待が寄せられ，

それぞれの関心に応じた社会的意義が多元的な水準で、論じられてきた.具体的に

は，①林業・木材産業の活性化や地域の活性化への寄与(重松敏則

1990， 1991， 1992; 中)11重年 1996;山本信次編 2003;綿棒宏昭ほか 2006; 

山本 2014)，②林野行政へのm民参加の実現(柿浮 2000; UJ本編 2003;山本

2014) ，③環境保全や生物多様性保全の担い手としてのはたらき(柿津 2001) と

いった文脈で，森林ボランテイア活動の社会的意義は評価されてきた.内山節に

よれば，これらの意義を貫く森林ボランティア活動の思想的課題は，森林の荒廃

の背景にある，戦後の都市型社会への急激な移行による農山村と都市との関係の

ひずみの是正であり，その課題に取り組む具体的な方法は，農山村住民のローカ

ルな世界のi富有のまなざしを共有し，林業者や農山村イ主民が森林とかかわりをも

ちつづけることに寄与する実践である(内山節 2003). すなわち，森林ボランテ

イア活動の社会的意義をめぐる議論は，活動者のモデルとして，森林や農111村ーの

抱える問題についてのまなざしを当該地域の住民と共有し，その課題解決に貢献

する，市民社会論的な市民像を想定してきた.いいかえれば，森林ボランテイア

の活動者は，フィールドで結ぶ自然との関係を超える，活動を介した社会との関

係を重視する視座において，社会問題の解決に資するボランタリー・アクション

をおこなう主体と位置づけられ，評価を受けてきた.

しかしながら，森林ボランテイアの活動者は，活動の初期から，必ずしも社会

的意義づけにとどまらない動機にもとづ、いて活動に取り組んでいることを表明し

てきた.たとえば， I浜仲間の会Jをはじめとして，西多摩地域でさまざまな会

を立ち上げて活動を展開した羽鳥孝明2は，自身の活動を「ボランテイアJとと

らえて「誰かの何かのためにしているJとみられることへの違和感を自著で表明
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している.

現在， i森林ボランティアJという言葉が，広く使われています. i浜仲間

の会Jも森林ボランティアの 1っと見られることが多いのですが，私自身は，

森林ボランティアだとは思っていません.あくまでも山仕事で遊ぶ， iレジ

ャー林業」だと言い続けています……私は， iボランテイアJという言葉が

持っている「誰かの・何かのためにしているjというニュアンスには違和感

があるのです.もともと私は，ボランテイア活動をやろうと考えて山仕事を

始めたわけではありません.自分がやりたくて，楽しみたくて山仕事を始め

た.その出発点(原点)を大事にしたいのです3 (羽鳥 2001:20-1) 

羽鳥と問時期に活動をはじめた「西多摩自然フォーラムワ代表の久保田繁男

も，活動者や活動団体で、「ボランティアj と名指されることへの違和感が共有さ

れていたことをふりかえっている.

因みに， 20年ほど前に森づくりの団体がいくつもできましたが，どこもボ

ランティアという言葉が嫌いで，使わなかったです.なんか，人のため，そ

れから奉仕，こういう匂いがして，森づくりを始めた人たちは，俺らは好き

でやっているんだ，加に人の為にしているんではないし，社会に貢献するた

めにやっているんでもない，好きでやっているんだからという風潮があった.

どうも解釈が合わないということで，あえて使う場合には，ボランティア=

自主的にやっているという位置づけをしてやってきたということもありま

す. (久保田 2012: 26) 

このように，森林ボランティアの活動者が表明する社会的意義をめぐる議論と

活動者の認識とのあいだにはギャップが存在する.本稿はこのギャップに注自し，

とくに，社会との関係で、活動を位置づける見かたを活動者自身がどのようにとら

えていたのかを明らかにする.活動者が ir誰かの・何かのためにしているjと

いうニュアンスに違和感Jをおぼえ， i社会に貢献するJものと評価されるのを

回避しようとするのはなぜなのか.活動フィールドで直面する関係を超えて社会

との関係で、活動をとらえる議論を，活動者はどのように受け止めて活動に取り組

んできたのだろうか.

1.2 先行研究と分析視角

森林ボランテイアの活動者が，必ずしも活動の社会的意義への共鳴にもとづい

て活動に参加しているわけではないことを指摘した既存研究としては，松村正治

(2007， 2009) を挙げられる.松村は，動員論的な視座から，森林ボランテイア

活動の社会的意義をとらえる従来の議論を，活動を一定の方向に水路づけるもの
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として批判的にとらえ，多様な考えをもって活動に取り組む個別の活動者の認識

を評価して，その取り組みを「人と里山との関係を豊かに描き直そうとする運動J

(松村-2007 : 152 -3) と位置づける考察を展開した.活動を介した他のアクター

や社会への貢献としてではなく，活動者自身が自前の環境の関係で共生のありか

たを模索する方策ととらえて，森林ボランティア活動を評価するのであるへそ

のうえで，松村ーは，活動を方向づける政治的な力を回避する方策として，個別の

活動者の関心に即した自標を設定し，それを自己評価しながら順応的に活動に取

り組むモデルを提起している.

松村の視角は，社会的意義づ、けに違和感を表明する活動者の語りの 1)アリティ

に迫るものである. しかしながら，活動者は，どのような動機をもつにせよ，活

動の社会的意義をめぐる議論と無関係でいられるわけではない.そうであるなら

ば，活動者の認識に却して従来とは異なる水準の社会的意義を見いだすのみなら

ず，活動者が社会的意義をめぐる議論にどのように対処しているのかについても，

活動者の認識やふるまいに即した検討・がなされてもよいのではないか.

松村e とおなじく動員論的な立場をとる仁平典宏 (2011) は，ボランティア言説

を，外部観察によって指摘される〈贈与のパラドックス〉の解消のために展開し

てきたものととらえ，知識社会学的な考察を展開した. <贈与のパラドックス〉

とは， r<贈与〉は，贈与どころか，相手や社会にとってマイナスの帰結を生み出

す，つまり反贈与的なものになるjという意味論形式であり，仁平は，それがボ

ランティアをめぐる言説の生成において否定的な中心/準拠点となっているとい

う仮説にもとづいて考察を展開した(仁王子 2011: 13 -4) .その議論にならって

いえば，森林ボランティアの活動者が社会的意義をめぐる議論にもとづく位置づ

けを回避し， r自分がやりたくてJr好きでやっているんだJと表明することは，

活動者にとっての自己効用を強調する語りだと位量づけられる.それは，活動に

地域住民や山林所有者などの他者への貢献(婚与)や，反対贈与を見いだす観察

者の見かたを回避し，また，市民社会論的な市民像が内包する動員論的な力学を

回避する語りであるといえる.

仁平の視角は，社会的意義をとらえる議論にたいして活動者がどのように対処

しようとしているのかを明らかにするものである. しかしながら，松村にたいす

る指摘とは反対に，活動者は，つねに社会や外部の他者との関係で、活動をとらえ

ているわけではない.活動者が社会的意義との距離を語る理由の考察にあたって

は，やはり，社会との関係を読み込む見かたを一旦留保して，活動者の認識に即

した理解が検討されてもよいのではないか.すなわち，活動者自身が，活動にお

いて結ばれる関係性をどのようにとらえ，活動の意味づけを語っているのかに焦

点を当てることができるのではないか.

まとめれば，森林ボランティア活動が社会への貢献という文脈において語られ

ることに言及しつつそれをしりぞけ，代わって自身が森林で活動する効用を強調

するという活動者の誇りは，動員論的な観点から説明されればじゅうぶんなわけ
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ではない.動員論的な視座は，活動者が，社会的意義づけや外部の観察に違和感

を表明することをとらえているが，考察にあたって，社会との対抗関係を読み込

もうとするために，社会的意義と活動者の個別の関心を過度に対比的にとらえて

しまうという限界をもっ.求められるのは，社会的意義をめぐる議論との関係で，

自身にとっての活動の意味づけを定める活動者自身の認識をとらえる視角ではな

、1七、.
そこで，本稿は，仁平 (2011) の分析手法を動員論的な視座を一旦留保したか

たちで参考にすることで，活動者や活動体が，関連する諸アクターとの関係をど

のように認識し，社会的評佃iや期待をどのようにとらえることで活動に取り組ん

でいるのかを明らかにする視角をとる.具体的には，地域外部の都市住民である

森林ボランテイアの活動者は，山林所有者や地域住民，行政といった，さまざま

なアクターから活動にたいする社会的期待を向けられるなかで，活動における責

任を意識しつつ，みずからにとって自由な領域を確保できるように折り合いをつ

けながら，活動の意味づけを模索しているという仮説を立てて，論証をすすめる.

1.3 分析対象

本稿で具体的な分析対象として取り上げるのは，森林ボランティア活動のネッ

トワーク組織である「森づくりフォーラムjの機関誌にみられる， 1990年代後半

から2000年代前半にかけての，活動をめぐる安全管理についての認識の変遷であ

る.

安全管理をめぐる議論に注Bするのは，それが， )11真応的管理6とならぶ2000年

代初頭以降の森林ボランテイア活動における重要な課題であり 7 (松村 2007)， 

森林ボランティア活動の特有性を示すキーワードだからである.

安全管理は，既存研究では主として， I作業にともなうリスクを最小に抑える

仕組みが備わっているのかJ(松村-2007 : 144) という，リスクの最小化という

観点から取り上げられてきた.もちろん，森林ボランテイア活動は，急斜面や高

所などの危険な場所で重量のある木を相手に刃物を取り扱い，寒さや暑さという

条件の下，危害を及ぼしうる動植物ととなりあう環境で作業をするため，けがや

事故の発生する可能性がつねにある危険な活動だと認識されており 8 (cf. 森づく

り安全技術・技能標準化促進委員会 2013: 60)，リスクの最小化は，現在の森林

ボランティア活動においてすべての活動体に共通する重要な課題である.

しかしながら，そうした視点は，松村 (2007) が順応的管理の視点について明

らかにしたのとおなじように，活動にたいする社会的期待によって方向づけられ

て出現したという側面をもっ.後述するように，活動の初期には， I怪我と弁当

は手前持ちJや「わざとケガをしてもらう J(羽鳥 2001: 35) といった，リスク

の最小化とは一見相反する見かたが示されている.つまり，安全管理についての

認識は，当初から一貫していたわけではなし活動者それぞれの森林ボランテイ

ア活動をめぐる関係認識と意味づけを反映するかたちで意図が込められ，認識が
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変遷してきたと考えられる.すなわち，安全管理についての認識に込められた意

鴎を検討することは，活動者が活動をどのように意味づけ，他のアクターとの関

係をどのようにとらえていたのかを明らかにすることにつながる.

また，森づくりフォーラムの機関誌を分析対象とするのは，それが，活動者の

みならず林業関係者や地域住民，行政などの多様なアクターによる森林ボランテ

イア活動をめぐる議論のアリーナを形成しているためである.とくに，本稿で取

り上げる時期には，安全をめぐる議論がさまざまな観点から取り上げられ，認識

の変遷がみられた.

森づくりフォーラムは，東京都西多摩地域を中心とした森林ボランテイアや森

林にかかわる諸アクターのネットワーク形成をめざして結成された国体であ

る. 1993年の「森林(もり)づくりフォーラム実行委員会J設立に端を発し，シ

ンポジウムや「下草刈り大会Jの実施を経て， 1995年に任意団体として本格的に

活動をはじめた. 2000年に NPO法人格を取得し，ネットワークの範屈を全国に

広げている.そして， I草の根的な各地の森林ボランテイア活動をネットワーク

化し，市民セクター的な役割を果たすことを目指すと同時に，行政・企業・林業

関係者との協力による新しい森林管理システム構築を包括したJ(山本編 2003: 

323)活動を展開してきた九こうした性格をもっ森づくりフォーラムは，任意団

体の設立以来，機関誌を発行している 10 そこには，ボランティアの活動者のみ

ならず，関係する林業者や行政の職員などが登場し，それぞれの立場から意見を

表明しており，森林ボランテイア活動をめぐる主要なトピックを把握することが

できる.本稿では，機関誌を通読したうえで，関連する資料も参照しながら，安

全管理をめぐる特徴的な発言を取り上げ，そこに込められた意図を明らかにする.

2 r怪我と弁当は手前持ち」

一一みずからの身体をコント口一ルする楽しみと山林所有者との関係形成

安全管理についての認識をめぐって，森づくりフォーラムに関連する資料で活

動者の主張が最初にみられるのは， 1995年 2月に「森林づくりフォーラム実行委

員会Jが開催したシンポジウムのパンフレットに寄せられた，浜仲間の会の羽鳥

孝明の文章である.それは，活動が認知されてあらたな参加者が参入するなかで，

羽鳥が活動において会得していた「怪我と弁当は手前持ちjという認識が共有さ

れていないことへの不満の表明で、ある.

本節では，羽鳥の文章を手がかりに，森づくりフォーラムが任意団体として活

動をはじめる前後の活動における安全観に込められていた，活動者にとっての森

林ボランティア活動の価値と，フィールドとの関係についての考えかたを明らか

にしてゆく.
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2.1 みずからの身体をコントロールしてフィールドにはたらきかける楽しみ

羽鳥は，初期の西多摩地域の森林ボランティア活動を主導してきた人物のひと

りである. 1986年に「五日市青年の家j主催の林業体験学習事業「木と人のネッ

トワーク」に参加したのち，雪害を受けた山の手入れに取り組むことをきっかけ

として， 1987年に森林ボランティア毘体 f浜仲間の会jを結成.その後も派生す

るさまざまなグループをつくって活動を展開してきた(羽鳥 2001). 

西多摩地域の森林ボランテイア活動諸自体のメンバーからなる森林づくりフ

ォーラム実行委員会にも， 5J5J鳥は名を連ねていた.実行委員会は， r多様な人々

による100年の森林(もり)づくり jをテーマに掲げ， 1995年 6月の任意団体「森

づくりフォーラムj設立にいたるまで，シンポジウムや下草刈り大会の開催など

を手がけた.

1995年 2月開催のシンポジウムにおいて，羽鳥は，そのパンフレットに「この

頃思う不満......参加者と行政にJと題する文章を寄せ， rわがままな参加者jに

たいする本満を表明した.この文章は，自身の所属団体の紹介や森林ボランテイ

ア活動の意義を述べる他の寄稿者の文章のなかにあって，異質なものと映る.そ

こで表明されている不満は，羽鳥の按ーしてきた活動参加者が「怪我と弁当は手前

持ち」という，活動における安全観を理解しようとしないことにあった.

わがままな参加者は要りません. r怪我と弁当は手前持ちJということが

わからない人関がいますが，そういう人の面倒をみる気はありません.会の

事務馬の者が楽しくなければ市民運動はつまらないし続かないのではないで

しょうか. .参加者の面倒をみるなどという気はあまりありません.参加者

はすでに会を育てていく一員なのですから，お客様ではないのですから，自

分という者の位置づけを認識して活動に入ってくるべきだと考えています.

(羽鳥 1995)

羽鳥は， 2001年に，自身の取り組みをまとめるかたちで『レジャー林業j(羽

鳥 2001) を著している. rレジャー林業」とは，地域外の都市住民として，どの

ように林業にかかわりうるのかを模索するなかで見いだした，羽鳥の造語である.

それは，山仕事で遊び，そのなかにある楽しみを追求するというスタンスを示す.

羽鳥はその著書でも， rケガなどについては自分で処理をする.会では責任を

とらないJ(羽鳥 2001: 29) という姿勢を強調している. r 1歩間違えれば命と

りになるようなケガが，いくらでもjあるような現場であることを認識しつつ，

それでもなお， r自分の安全は自分で、守ってもらうJというのである.

山仕事にケガはっきものです. r浜イ中間の会jのメンバーにも，校打ちを

していて 5mのところから落ちた者や，鋸で足を切った者など，いろいろい

ます一....実際， 1歩間違えれば命とりになるようなケガが，いくらでもあっ
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たのです.ですから，参加者には，自分の安全は自分で守ってもらうようお

願いしています. n~鳥 2001 : 30) 

ただし，羽鳥はおなじ著書で，会員外の一般参加者を募るイベントの開催にあ

たって，参加者を割り振った作業班の班長(羽鳥のいう「サブリーダーJ)の主

たる役割は，参加者の安全に注意をはらうことにあるという認識を示している.

極端な言い方になりますが，サブリーダーを任された人は，基本的に作業

(山仕事)はできないと考えておいた方がいいと思います.自分の作業に夢

中になってしまうと，どうしても参加者への気配り，目配りが行き届かなく

なり，ケガの原因にもなるからです. (羽鳥 2001: 110) 

すなわち，羽鳥は実際のところ，イベントを主催する活動体やそのスタッフが，

参加者の安全管理に責任を負うことに自を配っているのである.

それでもなお羽鳥が「怪我と弁当は手前持ちJということを強調し，さらには

「わざとケガをしてもらうJ(羽鳥 2001: 35) とさえいうのは，そのようにして

参加者に自覚をうながすことが，安全な作業のやりかたを参加者自身でおぼえて

ゆくことにつながると考えるためである.あるいはまた，自分の身の安全を「自

分で管理できるjことが， i自分の力で生きている，自由であることを実感でき

るjという fレジャー林業Jの魅力を感じる鍵だからである.

ケガを怖がって避けるのではなくて，ケガの痛さをよく知ってもらって，

安全な作業のやり方を覚えてもらうのが「レジャー林業Jですー・…山仕事を

何回か続けると，ケガをするから面白いとさえ感じるようになってきます.

ケガをするか， しないかは，自分で管理できることです.そんな当たり前の

状況が，現代の一般的な都市生活ではほとんどなくなっています……誰にも

守られないということは，誰にも迷惑をかけないということの裏返しでもあ

ります.伺特に，自分の力で生きている，自由であることを実感できる状況

でもあるのです. (羽鳥 2001: 35 -6) 

つまり，羽鳥は，フィールドとの差し向かいの関係において，活動者がみずか

らの身イ本をコントロールし，フィールドにはたらきかけられるようになることの

重要性を強調している.そこで活動体は，あくまで活動者とフィールドの媒介者

であり，後景におかれるべき存在と位置づけられる.

こうした安全観を踏まえて，羽鳥のいう「わがままな参加者Jをとらえてみれ

ば，それはかれにとって「レジャー林業jの魅力に気づかないばかりか，それを

否定しさえするような存在に映る.すなわち， iレジャー林業Jの楽しみは，作

業をつうじたフィールドとの相互作用関係において，試行錯誤の過程でみずから
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の身体をコントロールできるようになるなかで見いだしてゆくべきものであるは

ずなのに， Iわがままな参加者jはこれを，会の活動の運営という枠組みのなか

に見いだそうとしているのである.それは，活動者と活動体との関係を前景化さ

せ，活動体に安全管理や活動の楽しさの責任を帰す見かたであり，フィールドと

の差し向かいの関係に自を向けない点で，活動の楽しさを理解していないと羽鳥

には映る.

さらに，活動体やそのスタッフが参加者の体験について責任を負うことになっ

てしまえば，参加者とおなじように享受しうるはずの自由がスタッフから奪われ

てしまい，スタッフとなる人びとの楽しみを致損してしまう.羽鳥はこのような

観点から， Iわがままな参加者Jにたいする不満を表明している.

2.2 山林所有者や地域住民との信頼穏係の形成

ところで，当初の森林ボランティア活動における課題のひとつは，その活動フ

ィールドを確保することにあった.森林ボランティアは「フィールドを得ること

ができなければ何も進まないという活動Jであり，かれらは liJJを守ろうという

意欲のある…・・・所有面積の大きい林業家の人たちゃ所有面積は少なくても山に愛

着のあるお年寄り……を頼りにとっかかりをつくってきたJ(50号 1999年11月 5

日"). とはいえ，かれらは「森づくり作業においては・・・・・1新参者.U(3号 1995

年10月)であり，活動するフィールドの地域の人々から信頼を得ることは，活動

における大きな課題のひとつだ、った.

;j;j鳥もまた，フィールドの確保について， Iなによりも受け入れ側の山(農山

村)の人達から信用されることが大前提になります.それには時間がかかること

を理解(覚悟と言ってもいいでしょう)しなければなりませんJ(羽鳥 2001 : 

163) と述べている. I山の人達Jは， Iおまえが山に入って，一体何ができるの

だjと羽鳥にいい，疑心暗鬼をつのらせて出仕事のようすを遠巻きに見たり，作

業地の点検に行ったりしていたが(;j;j鳥 2001: 32 -3) ，これにたいして羽鳥は，

「了寧に真剣にIlJ仕事をやるjことで信頼を得ていったという.

「遊びjを思いっきり楽しむためには，一生懸命やることが大切です.時

間がかかってもいいから，丁寧に真剣に山仕事をやる……山の人達は私の行

動・作業をよく見て・・・・・・私がまじめに丁寧な山仕事を続けていると……心配

や不安が次第に薄まっていったようで，やがて山の人達から信頼してもらえ

るようにもなりました. (羽鳥 2001: 32 -3) 

羽鳥の真剣さは，ひとつひとつの「山仕事jに文字どおりていねいに取り組む

ことにのみ見いだされるのではない.むしろ，その作業の方法を自ら学び，必要

な道具も自分で用意して，まさに手弁当で「レジャー林業jを実践していったこ

とにこそ見いだされる.
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すなわち， i怪我と弁当は手前持ちjという表現は，たんにフィールドとの関

係における活動者にとっての楽しみをとらえるためのものではない.それは，フ

ィールドを提供してくれる森林所有者や地域住民との関係において，活動者がと

るべき姿勢を示すものでもあった.地域外部の都市住民である森林ボランティア

の活動者は，活動にともなう責任をみずから引き受ける姿勢を示すことで，森林

所有者や地域住民との関係で，信頼を得るための足がかりを築いてきたのである.

しかしながら，その後，森林ボランテイア活動の裾野が拡大し，安全管理につ

いての制度的な対応が求められるようになるなかで，羽鳥にみられるような森林

ボランティア活動についての認識と姿勢は，次第に後景に退いてゆくこととなる.

2.3 1)ーダーの養成という課題の浮上一一参加者の増加への制度的対応

下草刈り大会に象徴される初期の森づくりフォーラムの活動は，活動への新規

参入者を呼び込み，森林ボランティアの裾野を拡大した.下草刈り大会は，西多

摩地域の各地で造林後に育林のための下草刈りが必要な場所で実施されたイベン

トで，森づくりフォーラムが任意団体となる前年の1994年から， NPO法人とな

った初年度の2000年まで 6年間，毎年夏に実施されてきた. 1994年の大会は少な

くとも400人を超える参加者を集め，初期の森づくりフォーラムの活動における

成功体験となった.大会は，参加者にとって「汗をかき，森林への親しみを増し

ていく j機会であり， i持続的に森林にかかわる入口J(35号 1998年 8月 5日)

だ、った.森づくりフォーラムは，下草刈り大会を「多くの人たちが体験として参

加できる有効な企画J(32号 1998年 5月 5B) ととらえ，新規参入者向けの入131J

的な位置づけのイベントとして重要視していた.

こうした裾野の拡大のなかで，制度的に対応すべき課題として浮上してきたの

が，参加者に作業の指導をおこなうリーダーの養成である.たとえば， 1995年の

下草刈り大会では，事前に「スタッフ研修Jが実施された.その募集案内には，

f安全な作業をしようと思えば，多くのリーダーが必要Jとあり，リーダーに「実

際に役にたつjものとして，げ1:業の技術……安a全性への配慮，緊急の場合の対

応方法，グループをまとめ楽しく作業できる技術などjが挙げられている.

下草刈りなど山林での作業で一番気を使うのは安全性です.安全な作業をしよ

うと思えば，多くのリーダーが必要です……リーダーを養成していくことは市民

参加の森づくりにとって急務の課題ですー・・・・〔研修の内容は〕作業の技術はもと

より，安全性の配慮，緊急の場合の対応方法，グループをまとめ楽しく作業でき

る技術などです. (-1号 1995年 6月)

こうした対応は，個別の参加者の活動における安全管理や楽しさにかんする責

任をリーダーが引き受けることにつながる.それは，活動体の存在を前景化させ，

個別の参加者がフィールドと差し向かいの関係でみずからの身体をコントロール
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する楽しさという価値を減じさせかねないものである. しかしながら，それ以上

に， リーダーの養成という対応において重視されていたのは，経験のない参加者

の増加に対応しつつ，山林所有者・地域住民との関係形成をはかり，両者のバラ

ンスをとってゆくことである.

たとえば， 1997年に結成された「奥多摩・山しごとの会12Jは，結成の自的の

ひとつに，森林ボランティアの指導員の養成を明示的に掲げたことに特徴をもっ

団体である.山しごとの会は，活動への新規参入者が増加する一方で， r慢性的

な人材不足Jとなっている「正しい指導技術を行えるメンバ-Jを育てることで，

「山主や地元住民の信頼期待jに応えるという方針を示した.

この会の主旨は個々の技術向上をめざし，現場を経験し繰り返し学ぶこと

でより深く森林と関わろうとする方向にあるのです.本来，市民グループが

手入れ不足の山林に手を加える場合は，相当な経験と知識を持つメンバーが

指導的な役割を果たさないと，危険で無謀な活動になるばかりか，山主や地

元住民の信頼期待を裏切る結果になり兼ねません.しかし，実態はどのグルー

プも正しい技術指導を行えるメンバーが少なく，慢性的な人材不足に悩まさ

れております.そこで当会としては，ゃるからには時間がかかっても基本に

忠実に丁寧な作業をし，結果として山主や地元住民との信頼関係を築きつつ，

そこで学んだことを，それぞれのメンバーが別の活動にも大いに参加し，大

いに役立ててほしいと考えています. (23号 1997年7月 5B) 

このように，新規参入者の増加という状況下， rUJ主や地元住民の信頼期待J

に応えるという観点から，活動体の水準で、「基本に忠実に丁寧な作業Jをおこな

う責任は， r正しい指導技術jをもっメンバーに託されることとなる.そしてそ

こで， r怪我と弁当は手前持ちJという認識にみられた，個別の活動者がみずか

ら責任を引き受けて活動に取り組むという観点は，活動に先だ、ってあらかじめ共

有されるべきものとしてではなく，活動をつうじてリーダーから伝えられ，学習

してゆくものへとその位置づけを変えることとなる.

3 iケガはリーダーの注意不足J

一一社会的認知の増大と安全管理をめぐる制度的対応

3.1 参加者の安全管理の責任を負うリーダー

森づくりフォーラムがNPO法人格を取得し，ネットワークの範簡を東京近郊

から全国に広げるようになった2000年前後には， r(参加者の)ケガはリーダーの

注意不足」という安全観がみられるようになる.この認識は，たとえば，日の出

u可で活動するグループ「花咲き村勺のメンバーで，当時森づくりフォーラムの

33 



副代表理事でもあった盟国安男によって示されている 14

この種の活動では，ケガはりーダーの注意不足といっていい.ケガを防ぐ

には，何より危険を意識することだ.ケガをしやすい状況の時，注意を促す

ことができればケガは減る.経験の少ない人がほとんどのこの種の活動では

本人の自覚という問題ではない.リーダーの問題といっていい.(55号 2000 

年4月 5日)

こうした認識は，安全な作業をめざしてリーダー養成を課題としたことの帰結

であり，前節でみた，森づくりフォーラムの下草刈り大会での対応や奥多摩・山

しごとの会にみられる安全観とさして変わりないといえるのかもしれない. しか

しながら，この安全観にたいする反発の声に注白すると，参加者の安全管理の責

任という点で，わずかながら認識の変化をみてとれる.

たとえば，西多産地域の森林ボランテイア団体の若手の集まりであるI""Ohnami

の会15Jでは，つぎのような声があがったという.

山仕事だ、って，本来は遊びの要素をいっぱい含んだもの(もちろん危険性

もになのに・ー…ちょっとした怪我にも神経質になっているから，つまらな

いと感じてしまう.怪我に関していえば， jJ-lには危険な要素がたくさんある

のだから，少々の怪我は予測のうちです.大事なのは，いかに大きな怪我を

しないか，させないかということであるのに.相手が十分に大人で自己責任

がとれると判断できたら，チェンソーを使う簡単な仕事をあてがっていいと

思います.そうしていくうちにやがて，木の伐り方だけではなく，自分の身

体を守るということを覚える. (68号 2001年 5月5日)

ここでは，指導を受けた参加者の学習効果が認められるばあいに，参加者の身

体をコントロールする責任を徐々に参加者自身に委ねるべきことが主張されてい

る.それは， 1""怪我と弁当は手前持ちjという認識のうちの，みずからの身体を

自由にコントロールするなかで見いだす楽しみの側面を強調するものである.

これにたいして， 1""ケガはリーダーの注意不足jという認識のもとでは，参加

者の身体をコントロールし，安全管理をする責任主体は，つねにリーダーにある.

f経験の少ない人がほとんどjという状況認識にあって，先にみた，参加者が活

動における責任を引き受けられるよう徐々に学習するという発想はとられていな

し五

こうした活動の枠組みのもとで， リーダーは「ちょっとした怪我にも神経質にj

ならざるをえず，参加者はみずからの身体をコントロールする主体となりえない.

そのような活動は， 1""遊びの要素Jをもたず，従来からの参加者に「つまらないj

と評される.
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ではなぜ，こうした fケガはリーダーの注意不足Jという認識が明示されるこ

とになったのだろうか.参加者の安全管理の責任主体をつねにリーダーと措定し

て，制度的に対応しなくてはならなくなったのはなぜか.そこにはどのような意

思があるのだろうか.

3.2 作業内容の高度化

要国のひとつに挙げられるのは，作業内容の高度化である. 1986年の雪害対応

に端を発する西多摩地域の森林ボランティア活動は， 10年を超す持を経て，作業

環境の変化に直面した.具体的には， 1986年の雪害後の植林地で必要な作業だっ

た下草刈りが，植林から10年が経って「下草刈り〔の必要な時期〕をぬけるほど

の年齢Jとなったことで，下草刈り大会の有効性が薄れつつあった.そして，地

域全体でも再造林地が減少していることと棺侠って， 1997年にはその規模縮小が

議論されるようになっていた.

下草刈りは結果の出せる作業であり，この種の体験も含めたボランテイア

活動としては貴重な作業でもある.しかし，下草刈りする場所は減っている.

木を伐らないからだ.特に再造林するために木を伐ることが少なくなってい

る.いまやっている下草刈りの現場はたいがいが10年前，東京のi与をおそっ

た雪害の後，植林したものだ.そろそろ下草刈りをぬけるほどの年齢になっ

ている. (25号 1997年10月 5日)

フィールドで求められる作業の中心は，下草刈りから枝打ちゃ間伐などに変わ

り，森づくりフォーラムも，それに対応するかたちで，下草刈り大会に代わりう

る初心者向けの体験イベントとして，あらたに「春の森づくり体験活動16Jを同

年冬から催しはじめた.森づくりフォーラムが団体会員の各団体との共催で実施

する，炭焼き，森林・住宅の見学会，枝打ち，間伐などの体験イベントである.

この変化は，新規参入者の体験する作業の水準が棺対的に高度化して，予期す

べき危険が増加し，身につけるべき知識・技術も増大することを意味していた.

森づくりフォーラムは，リーダーの指導に力を入れることで，こうした作業環境

の変化に対応してゆくこととした.森づくりフォーラム事務局長の坂井武志

は， 1998年の下草刈り大会の参加者にたいして， Iボランティア技術者J養成の

必要性をつぎのように語ったという.

下草刈りなら素人でもできる.しかし，その次のステップである枝打や間

伐となると，きちんとした知識と技術がいる.だから，いかに今後ボランテ

イア技術者を育てていくかが問題になる. (36号 1998年 9月 5日)
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3.3 社会的認知の増大にともなう制度的対応の要誇

リーダーを介した安全管理のための制度的対応が強調された要因のいまひとつ

は，森林ボランテイア活動が広まり，社会的影響力をもつようになったことであ

る.

森づくりフォーラムは， 2000年の NPO法人化にさいして，その社会的役割や

社会的責任を意識するようになっていた.たとえば，奥多摩町の林業家で，当時

森づくりフォーラムの運営委員だ、った原島幹典は，森林ボランテイアが社会的認

知を受けるようになったと認識すると同時に，活動の社会的な役割を意識しなけ

ればならないとして，あらたな森林管理システムを創造する流れを作りだすこと

に，その活路を見いだしている.

マスコミも盛んに森づくり活動を取り上げ，行政も森林ボランテイアを高

く評価し， I~の森林政策にも盛り込まれるに至れば，この市民参加の森づく

り運動は社会の承認を得たといってもいいでしょう…一-社会的認知を受けた

からこそ，その役割を認識してください…・・・英知をあつめ，行動し，新たな

森林管理システムを創造する流れを作ることがいま，すべてに優先する課題

なのです. (51号 1999年12月 5日)

原島は，社会的認知を受けてマスコミや行政から影響力をもっ存在として認め

られたという意味での森林ボランティア活動の制度化(寺田良-1998 ;長谷川

公一 2000)への対応策として，都市住民である市民による活動を，地域住民・

行政との協働によって，あらたな森林管理システムを創造するようなものへと展

開すべきという展望を示している.すなわち原島は，森林ボランティア活動が，

個別のフィールドの範囲を超えて，セクター水準で、の動きを展開していくべきこ

とを主張している.

こうした文脈において，森林ボ、ランティアは，たんに偲別のフィールドでの山

林所有者との地域住民との関係を意識して活動を展開すればよいのではなく，マ

スコミや行政との関係，社会との関係を視野に入れた活動の展開を模索すること

となる.

そして，社会との関係を視野にいれたセクター水準において，安全管理は，活

動の存続可能性にかかわる重要な課題として認識される.つまり， rルール違反

による大怪我は森林ボランティア全体の土台を揺るがしかねないJ(47号 1999年

8月 5日)のである 17 活動における安全管理はここで，個別の活動者や活動体

の文脈を超えて，マスコミや行政，社会との関係を視野に入れ，森林ボランテイ

アセクター全体のことを考えてなされる必要がある.

具体的に避けられるべきなのは，ルール違反とそれにともなう大怪我である.

個別の活動者がみずからの責任で安全管理をすることよりも，活動体やセクター

水準で、「作業にともなうリスクを最小に抑える仕組みJ(松村 2007: 144) とし
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てルールを備え，それにしたがって活動者が作業に取り組むかたちで安全管理が

なされることが志向されている.すなわち，ここにいたって，安全管理の主眼は

リスクの最小化におかれるのである.こうした認識のもとで， リーダーは，活動

者がルールにしたがって安全に作業に取り組めていることに注意を向け，リスク

の最小化に向けた具体的な責任を負うことになった.活動では， r大怪我jのみ

ならず， r 1歩間違えば命取りになるようなケガJ(羽鳥 2001: 30) も未然に防

ぐ必要があるし， rちょっとした怪我にも神経質J(68号 2001年 5丹51ヨ)にな

って， I大怪我jにつながりうるものとして回避されなければならない.

4 作業方法に注目する安全管理一一技術認定制度と活動者の実践

4. 1 技術認定制度の検討

個別の活動フィールドで結ばれる関係を超えて，外部の社会との関係や森林ボ

ランティアセクターとの関係が視野におかれるようになるなかで，森づくりフ

ォーラムは，安全管理の制度1'1守な対応策として， I技術認定制度jを設けた.こ

れは，同時期に作成された「森林施業ガイドラインJとあわせて，森林ボランテ

イアによる作業が，フィールドの適切な管理によって成果を生みだし，社会的に

意義をもつことを制度的に担保しようとするものだった.

技術認定制度にかんする最初の提案は， 2002年 2月に広島で開催された第 7回

森林と市民を結ぶ全国の集いでなされた. r指導者の養成・確保jや「安全確保」

という活動の基盤をl苛めることにつながるような，あらたな人材育成システムを

要望する声があがったのである (96号 2003年 9月 5日).さらに， 2003年 2月の

「甫民参加の森づくりシンポジウムjを経て本格的な検討ーがはじまり， 2006年 4

月に制度の運営を担う「森づくり安全技術・技能全国推進協議会Jが設立された.

森林施業ガイドラインも河時期に検討され， 2006年に完成にいたった.

技術認定制度は， r安全管理水準の向上Jr指導水準の向上Jr管理水準の向上J
を主呂的に， r誰でも安全で楽しく参加できる基盤jの整備をめざすものである

(96号 2003年 9月 5Iヨ).制度の構築にあたってとくに重視されていたのは，森

づくり安全技術・技能全国推進協議会の発起人総会についての説明にみられるよ

うに， r社会の信頼jや「社会全体の支持・支援jを得ることである.

この制度は「日本の森林を社会全体で守り育てるjためのリードオフマン

ともいえる森林NPOや森林ボランテイアが無事故で活躍することで，社会

の信頼を確国たるものとし，社会全体の支持・支援をいただける基盤になる

ものと患っています. (113号 2006年 3月 1日)

2003年 2月のシンポジウムでかわされた議論によれば，認定制度の資格は，具

体的には，森林所有者・林業関係者・行政や財団といった関連する諸アクターに
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たいして，活動者が安全管理や作業技術について，一定の水準を有することを示

すためのものだと位量づけられていた.

森づくりフォーラム事務局長の坂井は，東京都からの委託事業として西多摩地

域の各地で体験イベントを開催する「多摩の森・大自然塾18Jを2002年度ーから手

がけるなかで，指導者養成の必要性をあらためて認識したと述べている.坂井は，

森林所有者からのフィールド提供や，ボランテイア活動参加者の受け入れにあた

っては，指導者が不可欠だという認識を示している.そして，安全管理のみなら

ず，作業成果にかかわる一定の技術について責任をもっ存在として，指導者を位

霞づけている.

昨年，森づくりフォーラムは「大自然塾」という事業を東京都内で始めた

が，フィールドが増えたことで、指導者の不足が身にしみている……指導者が

いなければ山の管理・整備に力を貸したいという人々を受け入れることもで

きない.従って，早く指導者を育てたい.もうひとつ，指導者に基本的な技

術をきちんと身に付けてもらいたい.そのためには「この人はこの程震の山

仕事ができるjという判断ができる基準のようなものが必要だろう. (92号

2003年5月 5日)

大分県の林業家で森林ボランテイアの受け入れをおこなう，森づくりフォーラ

ム理事の田島信太郎は，技術認定制度で求められる森林ボランテイアの作業技術

の水準について，プロの自にかなう水準で'f'f業をこなせるボランテイアの養成を

期待する見解を示している.

誰がボランテイアを必要としているかといえば，森林所有者をはじめとす

る林業関係者だ.よって林野庁および，その外郭団体，森林組合連合会及び

林経協等森林所有者団体がランキングに参加しなければ，現実に機能しない

のではないか……元来プロの技術者が少ないのだから，プロを養成しなけれ

ばならない.ボランテイアの養成と，プロの養成を包別する必要はないと思

う. (93号 2003年6丹5臼)

林業者からすれば，森林の管理を手がけるという点で林業のプロとボランティ

アは共通するのであり，おなじ水準で作業の成果を上げられることが，ボランテ

イアに作業を任せるにあたっての判断材料となる.

また，技術認定の制度化は，活動助成を申請する対象の財団や行政にたいして

も，作業技術や安全管理の責任をもっ指導者がいることを説明する材料になりう

るという指摘もみられた.

財団や基金などに助成金の申請をする場合，指導者の人数を書く械がある
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が・・・・・・林業系の技術認定をした資格が必要なのではないかという話に発展し

た経緯がある. (92号 2003年 5月 5日)

このように，技術認定制度は，森林所有者・林業者・行政・財団といった諸ア

クターとの関係において，偲別の森林ボランテイア活動が，セクター水準で合意

された技術にしたがって，適切な手続きを踏んで、活動に取り組み，森林管理の成

果を出すことを制度的に担保するねらいがあった.

4.2 安全の優先に独自性を見いだす森林ボランティア

こうした，外部の諸アクターとの関係を視野に入れた安全管理をめぐる制度的

対応策が，手続きの正当性と作業の成果に注巨する一方で，偲別の活動者がフィー

ルドの自然、との関係に見いだす楽しみに注自する視点は，なおもみられた.

2000年に「ケガはリーダーの注意不足Jという安全観を示していた園田は， 2002 

年末の森づくりフォーラムの事務局スタッフ退任後，つぎのようなエッセイを寄

せている.

「森林ボランテイアjが自先の効果を言い過ぎている.いわば意味付与す

ることが多すぎやしないか，ということだ.

10数年前に花咲き村で放置林での整備を始めたときは，社会的な意味や環

境のため，などという能書きは侭も持たなかった.果たした結果に意味付与

したに過ぎない.森林ボランテイアが「環境保全Jとか f社会貢献jとして

強調され過ぎるのは，どことなく落ち着かない.いや，俺だ、って，どこぞで

講師などにH乎ばれて話すときには，こういう類のことを大声で言うのだが…

意味づけは活動の社会牲を表現し，多くの人を誘う入り口にはなり得るが，

意味づけだけでは活動は持続しない.森林を育て，っくりあげる楽しさを感

じ取れる身体感覚と社会的意味をうまくつなげる工夫がいる.

森林ボランテイアの底辺の広がりが，日常の暮らしにある森林，暮らしに

結びついた森林とつきあえる社会環境を創造できたらいい.そして，ここが

重要なのだが，その社会環境は「森林を感じる身体Jが基礎となる. i身体

が共鳴する森林ボランティアJである. (99号 2003年12月5日)

盟国は，活動の社会的意義を強調する意味づ、けが，対外的に活動の正当性を説

明し，新規参入者を動員するためのプレーミング (D.A. Snow et al. 1986 ;本

郷正武 2007) として効果をもつことを認めている.しかし他方で，活動者が継

続的に活動に取り組む鍵は，個別の活動者がフィールドの森林との関係で形成す

る， i森林を育て，っくりあげる楽しさを感じとれる身体感覚jにあると考えて

いる.そのため，個別の活動に先だ、って「環境保全jや「社会貢献Jといった社
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会的意義を強調することが，その身体感覚を得ることの価値を見失わせてしまい

かねないことを，園田は懸念しているのである.そこで園田は，個別の活動者が

活動で見いだす楽しみと，活動の社会的意義づけのバランスをとって接続をはか

ることの必要性を提言している.

安全管理をめぐる議論に引きつけていえば，対外的な諸アクターへの説明に力

点をおくあまり，個別のフィールドにおける活動者が安全管理の責任を負うこと

に見いだされるはずの楽しさが看過されてしまうことに， I翠田の発想、は自を向け

ているといえる.

この点について，森林ボランテイアの活動者の実践についての発言に自を向け

てみると，対外的に要請されるリスクの最小化と，みずからの身体をコントロー

ルする責任の引き受けという課題を両立させようとする活動者の姿が浮かび上が

ってくる.

たとえば， 12001年春の森づくり体験講産jの参加者は，ノコギリと手斧を使

った間伐作業体験の感想として，作業の過程でフィールドとむすぶ関係に注目し，

そこにH寺間をかけることに意味を見いだしたことを記している.

プロならばチェーンソーを使ってグイーンと一気にやってしまうところだ

が，そこは「林業体験J.時間をかけることに意味がある. (68号 2001i:f三 5

月 5日)

この語りは，森林ボランティア活動がプロの林業者による活動とは性質を異に

すると活動者に感じられたことを示す.こうした発想のもとで，リスクを最小化

して安全を最優先して活動に取り組むことは，効率を優先するプロの林業者の方

法に対置される，森林ボランティア活動に特有の方法だと位置づけられている 19

林業者に教わった方法を身につけることに重きをおく団体であっても，活動者

の能力を推し量って，安全を優先するという発想をとることで，林業者のもちい

る方法とは別の手法を導入することがある.たとえば，ナタによる枝打ちをやっ

てきた fそらあけの会20Jは，会員の増加を受けて，ノコギリ(ノコ)を使った

枝打ちを導入するようになった.効率を重視するプロの林業者がもちいるナタで

の作業にたいして，ノコギリによる作業は，成果の確実性や安全を重視するもの

と位置づけられ，両者を使いながら折り合いを模索してゆくというかたちで，ひ

とまず受け入れられている.
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(1そらあけの会Jの〕会員は枝打ちが大好きです.ところが外のイベン

トに参加した時， 1ナタで枝打ちはしない.ノコだjと開きました.たしか

にナタだと木を痛めることも多々あり，早く腕を上げなければ木に， (指導

をしてくれる〕勇さんに， (山主の〕池谷さんに申し訳がありません..任さ

れる"という森厳さも味わわせていただきました.近頃は会員が増え，ナタ



とノコの荷方でやっています.山主さんにとって，木にとって，安全と効率

をどう折り合わせていくか.まだまだ研鎖は続きます. (116号 2006年9月

1日)

このように，実践において森林ボランティアは，リスクの最小化という課題に

たいして，林業者に漸近したり，セク夕一水準で

でで、はなくし，林業者に対置される森林ボボ、ランテイアの特有性として安全の{優憂先を位

?置宣づけ，個加の参加者の力量やフィールドの状況に応じた作業方法を取り入れる

ことで対ー応した.こうした，安全管理の責任をリーダーに帰すのではなく，個別

の参加者の力量に応じた作業方法の取り入れというかたちで制度的な対応をとる

ことは，活動体の水準で、は，リスクの最小化のための取り組みと評価される.そ

してそれは，活動者の水準では，活動者自身がみずからの身体をコントロールす

る責任主体となる余地をもつものだった.

5 おわりに

本稿はここまで，森林ボランテイア活動の安全管理についての認識の変遷を追

うことで，活動者や活動体が，活動をどのように意味づけ，関係するアクターの

期待にどのように対応してきたのかをみた.

活動の初期にみられた， i怪我と弁当は手前持ちjといって活動における責任

をみずから引き受けると表明することは，みずから身体をコントロールする主体

としてフィールドと関係を結びはたらきかける楽しみという，継続的な活動参加

を導く活動者にとっての効用を表現するものだった.そして，それは伺持に，山

林所有者や地域住民からの期待に応えるための表現でもあった.しかしながら，

森林ボランティア活動が社会的認知を受けるなかで，活動者や活動体が関係する

アクターは個別のフィールドを超えて広がり，安全管理も制度的な対応が求めら

れてリスクの最小化が課題となった.これにたいする活動体や森林ボランテイア

セクター水準での制度的な対応は，個加のフィールドの文脈を超えた社会的な期

待に対応するものだったが，反面，活動者がフィールドの自然と儲別に結ぶ関係

のなかに見いだす活動の楽しみを看過しかねないものだ、った.この点について，

活動者からは反発の声があがった.つまり，森林ボランテイアは，安全管理をめ

ぐって，リスクの最小化という社会的期待に応えることと，個別の活動者がみず

からの身体をコントロールする主体としてフィールドにはたらきかけることとい

う，ふたつの諜題の両立に直面したのである.

これにたいして，安全管理についての意識の高まりを背景に登場した，効率優

先のプロの林業者に対置されるものとして，安全の優先を森林ボランティア活動

の独自性に掲げる認識は，この両立を導こうとするものだ、った.安全の優先を森

林ボランテイア活動の独自性とおくことで，活動体は，個別の活動者の力量に応
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じて，プロとは異なる独自の作業方法を部分的に導入するという制度的な対応を

とりつつ，偲別の活動者は，みずからの身体をコントロールする主体としてフィー

ルドの自然にはたらきかける楽しみを享受する可能性をもったのである.

以上，森林ボランテイア活動の安全管理をめぐる議論の展開を追うことで明ら

かになったのは，社会との関係で活動を論じる議論が，実践に取り組む活動者が

個別のフィールドで結ぶ自然との関係からの距離化(奥村隆 2017; N. Elias 1983 

= 1991) を要請するものである一方，活動者は，みずからの身体を主体的にコン

トロールすることで，目前で相対するフィールドの自然と結ぶ関係への没頭(奥

村 2017; Elias 1983 = 1991) を志向しているという関係である.活動者が社会

的意義をめぐる議論との接続を回避しようとするのは， <贈与のパラドックス〉

や市民社会論的市民像に内包される動員論的な力学を回避するためというわけで

はない.むしろ，そのような社会との関係において活動を規定するまなざし自体

を司避して，活動実践において相対する対象である自然との関係を結ぶことの楽

しみを確保することに，活動者は力点をおいていた.その方法として，一旦は社

会との関係で求められる要請に応じ，そのうえで，自身の関心に沿った異なる意

味づけを読み込んでいく点に，本稿で取り上げた事例における活動者のユニーク

さカまある.

このように，社会との関係という観点から規範的に活動者の取り組みや認識を

評価するのではなく，活動者自身が自然との関係や社会との関係を実践において

どのようにとらえて活動を意味づけているのかを明らかにすることが，森林ボラ

ンティアへの活動参加を論じるにあたって重要なのではないか.

注

1 1997年以降，林野庁が 3年ごとに実施する「森づくり活動についての実態誠

査jによれば，当初277だった活動団体数は， 2000年代にかけて増加の一途をた

どり， 2012年には3，060を数えるまでになった(林野庁 2013).しかし，林野庁

調査を引き継いで森づくりフォーラムが2015年に実施した調査によれば，活動団

体数は3，005で，わずかながら減少傾向にある(森づくりフォーラム 2016)なお，

調査の名称は， 1997年度から2009年度調査までは「森林づくり活動についてのア

ンケーりだったが， 2012年度以降， I森林づくり活動についての実態調査Jに

変わった.

2 羽鳥は， 1987年に人工林保全活動に取り組む f浜仲間の会Jを立ち上げたこ

とを皮切りに，興味・関心に応じて西多摩地域やその周辺でさまざまな会を立ち

上げて，派生的に活動を展開していった(羽鳥 2001).山本は，このうち，東京

の林業についての勉強会「東京の林業家と語る会Jが立ち上げられたことをきっ

かけに，東京の;地域産材をつかって家を建てる活動をする「東京の木で家を造る

会jが派生し，さらに全国的な「近くの木で家を造る運動jへと展開したことを，
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森林ボランテイア活動が外延を拡大させて，森林にかかわる多面的な課題に取り

組むようになった事例として取り上げ，高く評価している(山本編 2003: 133-

7). 

3 ……は中略を示す.以下おなじ.

4 西多摩自然フォーラムは， 1991年に，東京都の秋留台開発計画の見直しを求

める運動を契機に結成された団体である.行政機関へのはたらきかけのみならず，

炭焼きや谷津田の復元，里山林整備などの里山の保全活動を手がけ，さらに，生

物調査や自然観察会などをおこなうことで，西多摩地域の里山の自然の多様性を

活かした地域社会のありかたを考えることをめざした活動を展開してきた.

5 活動参加者の多様な参加動機に自を向け，活動の道具的機能に対置される表

出的機能の側面に注目して活動体の運営のようすを明らかにする既存研究は，ボ

ランティア活動fl]f究にもみられる(西浦功 1997;小野奈々 2008).同様の問題

意識をもっ栗本修滋 (2004) は，森林ボランティア活動を対象に，場所の共向を

基盤とした道具的共同と表出的共同という重層的な共同性が，活動の継続性に寄

与することを指摘している.

G }I反応的管理とは， i調査に基づいて保全計画を立て (PLAN)，作業を実施し

(DO)，その結果を見て (SEE)計画を再考するといった仕組みを備えJて， iフ

ィードパック・ループを繰り返すことで望ましい生態系を実現しようとするjと

いう，生態系管理の方法である(松村.2007 : 145). 

7 松村によれば， 2004年に発生した森林ボランティアによる間伐作業中の死亡

事故を契機に，安全管理を徹底する動きが強まった(松村.2007 : 154). また，

西多摩地域においては， 2003年に活動現場への移動中に活動者が急病により死亡

したことを契機として， i安全白書jが作成された(森づくりグループ安全白書

作成委員会 2005). 

8 森づくりフォーラムは，森林ボランティア活動図体が利用できる「グリーン

ボランティア保険Jを取り扱っている. 2008年度から2013年度にかけての利用状

況を分析した久保田 (2015) によれば，利用のための登録をした団体は年度平均

で403.7，保険利用件数が計17，371であったのにたいして，保険金請求にいたっ

た保険事故件数は計198で，事故発生率は1.1%だ、った. 88回の活動につき 1回の

割合で事故が発生した計算となる.

9 NPO法人格取得のさいに定めた2000年の事業計画にもとづいて，森づくりフ

ォーラムの具体的な事業を整理すると，①市民参加の森づくり推進事業，②ネッ

トワーク化の促進，③森林政策に関する提言，④情報誌の発行，⑤森林ボランテ

イア保険 (2003年から「グリーンボランティア保険Jに名称変更)取り扱い業務

の5種類に分けられる(佐藤岳H青2003: 45). これらは棺互に関連しているが，

主要な事業としては，①に関連して，初期のフォーラムの象徴的な活動であった

「下草刈り大会jの開催や，密有林内における森林造成を市民と協働でおこなう

「フォレスト21・さがみの森jの運営を挙げられる.③については，政策提言活
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動をおこなう「森づくり政策市民研究会Jを立ち上げている(内山節編 2001).

さらに関連団体として，後述するように，森林ボランテイアの技術認定制度を手

がける「森づくり安全技術・技能全国推進協議会jの設立 (2006年)にも携わっ

た.

10 森づくりフォーラムの機関誌は， 1995年の任意団体の設立を機に発行された

I号以前に， 10号j，1-1号j，1スタッフ 1号」があり， 2018年 1月時点で， 165 

号が最新である.都千IJから 9号までは『ニュース森づくりフォーラム1， 10号か

ら99号までは rNEWS森づくりフォーラムjというタイトルで，それぞれ月刊

で発行されていた. 2004年 1月の100号からは，タイトルを『森づくりフォーラ

ムjと改め， 1)高月刊となった.さらに2010年 1月の134号以降は季刊となってい

る.

森づくりフォーラムの機関誌からの引用については，号数と発行日を付した.

以下おなじ.

12 1奥多摩・L1Jしごとのj会は，都の体験施設「東京都奥多摩都民の森(体験

の森)jの「通年林業体験講座Jの受講経験者を中心に結成された.

13 1花咲き村ーは，もともと福祉ボランテイア活動をしており， 1986年の雪害を

きっかけにして，東京都の西多摩地域で人工林の育成管理を行うようになったj

(佐藤 2003: 42) 

14 園田は，任意団体設立当初から森づくりフォーラムの代表を務め，事務局ス

タッフとして業務にかかわっていた. 2000年の NPO法人格取得を契機に副代表

理事となって以鋒も引き続き事務局スタッフを務めていたが， 2001年末で事務局

スタッフを退任した.なお，森づくりフォーラムがNPO法人格を取得して以降，

現在にいたるまで代表理事を務めるのは，哲学者の内山節である.

15 Ohnamiの会(森から生まれる大波ネットワーク)は，西多摩地域の既存の

森林ボランティア団体の若手の有志が集まった会で， 2001年に結成された.

16 1997年は，名称を「冬の林業体験イベントjとしていた.

17 ITEAM FOREST FREAKj代表の緒方秀行が，奥多摩で間伐作業中に事

故死した林業作業員の死の報せを受けて森づくりフォーラム機関誌に寄せた， 1緊

急提言 f安全あってこそjのボランテイアjより.緒方は， 1ボランティアにと

って fけがと弁当は自分持ちjだが」と断りつつも，直後に「ルール違反による

大笹我は森林ボランテイア全体の土台を揺るがしかねないjと述べている.すな

わち緒方は，個別の活動者がみずからの身体をコントロールしつつフィールドに

はたらきかける楽しみを重視しながらも，同時に，安全管理のために活動者向で、

共有され，外部のアクターにたいして正当性をもっルールが定められるべきこと

に自を向けている.

なお，神奈川県厚木市を中心に活動を展開する TEAM FOREST FREAK 

は， 1997年に結成された.森林施業計画を作成して施業を手がけ，造林補助金等

を得ることで経費を捻出している点に特徴がある (87号 2002年 2丹 5B). 2010 
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年 3月には NPO法人格を取得した(フォレストフリーク 2017).

18 I多摩の森・大自然塾Jは「西多摩地域の森林をフィールドに，青少年や都

民のみなさんが自然のしくみを学び，また森林の保全作業を体験することを通じ

て健全な心身を青み，東京の自然と森林を守る活動に自主的・自立的に参加する

ための支援・推進をする事業J(森づくりフォーラム 2003: 8) であり， 2002年

度から2007年度にかけて実施された (2004年震以降は都環境局主催).西多摩地

域のネットワーク組織として当初設立された森づくりフォーラムが事業の受託者

となり，西多摩地域の各市町村ーにある私有林地のフィールドで，一般公募によっ

て参加者を募る「体験講産jを年のべ40回程度実施するものである.参加者の指

導など，フィールドでの講座の具体的な運営には，各地で活動する儲別の団体が

あたった.鳩ノ巣フィールドは，大自然塾事業実施にさいしてあらたに設置され

たフィールドで，大自然塾開鎧フィールドのなかで唯一，体験講座を毎月開催す

るフィールドであった.

なお，ここで西多摩地域とは，青梅市，あきる野市，日の出i町，奥多摩町，檎

原村¥八王子市を指す.山本は， 1980年代後半から2001年前後までの東京都西多

摩地域の森林ボランティア活動の展開を整理している(山本編 2003: 128 -39). 

19 森林ボランティアの活動体や活動者による安全管理をめぐる具体的なフィー

ルドにおける実践についての詳細な検討は，別稿を期す.

20 あきる野市で活動する「そらあけの会jは， 1999年 4月に結成された.
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